
四日市市告示第  ２０８ 号 

 

 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、「別紙図面」は省略し、四日市市 都市整備部 市街地整備・公園課において縦覧

する。 

 

 平成２９年 ４月 １日 

 

四日市市長 森 智広  

 

（ 都市整備部 市街地整備・公園課 ） 

公園名 位置及び区域 面積（ｍ²） 供用開始日 

南山の手空の庭公園 四日市市小古曽四丁目１６０２番４４５ １，３７８．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

南山の手丘の上公園 

四日市市小古曽四丁目１６０２番４４６ 

四日市市小古曽五丁目１７１８番７ 

四日市市小古曽五丁目１８６６番３ 

３，６１１．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

南山の手ウェルカムパーク 四日市市小古曽四丁目１６０２番４４７ １００．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

南山の手１号緑地 四日市市小古曽四丁目１６０２番４５０ １，３３３．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

南山の手２号緑地 四日市市小古曽四丁目１６０２番４５３ ２６７．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

赤堀２号公園 四日市市赤堀二丁目２０６３番２０ ２１０．００ 平成 29 年 3 月 31 日 

森ケ山４号公園 四日市市采女町字森ケ山３２６番３７ １９７．００ 平成 29 年 3 月 31 日 


